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第２章 温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標 

 
第１節 現状対策を踏まえた排出見通しと６％削減約束 
 
  我が国の温室効果ガス全体の基準年排出量（以下「基準年総排出量」とい
う。）は12億3,700万t-CO2であり、６％削減約束を達成するためには、第１
約束期間における年平均総排出量を年間11億6,300万t-CO2に削減することが
必要である。 
 
一方、2002年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は13億3,100万t-CO2、

基準年比で7.6％の増加となっており、削減約束との差は13.6％と広がってい
る。 
 
これは、非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、代替フロ

ン等３ガスについては削減が進んでいるものの、我が国の温室効果ガスの排
出量の９割程度を占めるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が大幅に増大し
た（2002年度で基準年総排出量比10.2％増加）ことによるものである。エネ
ルギー起源二酸化炭素の排出量が増えた背景としては、同年後半の原子力発
電の停止といった特殊な要因や、中国の景気拡大、産業構造の転換、オフィ
スビル等床面積の増大、パソコンや家電等の保有台数の増加等を背景とした
オフィスや家庭におけるエネルギー消費量の増大、旅客需要の増大等を背景
に、二酸化炭素排出量の約４割を占める産業部門、約１割を占める運輸（貨
物自動車及び公共交通機関等）部門からの排出量がほぼ横ばいにとどまって
いる一方、約２割を占める業務その他部門、約１割を占める家庭部門、約１
割を占める運輸（自家用乗用車）部門からの排出量は大幅に増大したことが
挙げられる。 
2002年度の二酸化炭素の排出量の部門別内訳を図３に示す。 

 
地球温暖化対策推進大綱に基づくこれまでの様々な対策を引き続き現状通

り実施するとした場合の2010年度時点での温室効果ガスの総排出量の見通し
（以下「現状対策ケース」という。）は、約13億1,100万t-CO2となり、基準
年比で約６％の増加となると見込まれる。（温室効果ガス別排出量及びエネ
ルギー起源二酸化炭素の部門別排出量の見通しは表１参照。） 
したがって、京都議定書における我が国の６％の削減約束を達成するため

には、従来実施している対策・施策に加え、更に約12％（約１億4,800万t-CO
2）相当分の追加的排出削減の達成を図るため、本計画に基づく対策とそれを
推進するための施策を実施することが必要である。 
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図３ 我が国の部門別の二酸化炭素排出量（2002年度）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図４ 京都議定書の６％削減約束と我が国の温室効果ガス排出量 
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表１ 2010年度の温室効果ガス排出量の推計 

※上記の表は四捨五入の都合上、各欄の合計は一致しない場合がある。 

基準年 2002 年度 現状対策ケース 

 

百万 

t-CO2 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比 

エネルギー起源CO2 1,048 1,174 +10.2% 1,115 +5.4% 

  産業部門 476 468 -0.7% 450 -2.1% 

  民生部門 273 363 +7.3% 333 +4.9% 

    （業務その他部門） 144 197 +4.3% 178 +2.8% 

    （家庭部門） 129 166 +3.0% 155 +2.1% 

  運輸部門 217 261 +3.6% 259 +3.4% 

  エネルギー転換部門 82 82 -0.0% 73 -0.8% 

非エネルギー起源CO2、CH4、N2O 139 128 -0.9% 130 -0.8% 

  非エネルギー起源CO2 74 73 -0.1% 74 +0.0% 

  CH4   25 20 -0.4% 20 -0.3% 

  N2O   40 35 -0.4% 35 -0.4% 

代替フロン等３ガス 50 28 -1.7% 67 +1.4% 

  HFC   20 13 -0.6% 46 +2.1% 

  PFC   13 10 -0.2% 9 -0.3% 

  SF6   17 5 -0.9% 12 -0.4% 

温室効果ガス排出量 1,237 1,331 +7.6% 1,311 +6.0% 

11 
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第２節 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標 
 
 温室効果ガスの排出抑制・吸収の量に関する目標を以下のように設定する。 
 
１．温室効果ガス 
 
京都議定書では、排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の対象とな

る温室効果ガスを二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ
２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦ
Ｃ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）としている。本計画においては、温室効果ガス
別に以下のとおり第１約束期間における排出抑制に関する目標を設定する。 
なお、以下の温室効果ガス別の目標は、基本的には、合理性・透明性をもっ

て見通した活動量と、エネルギー利用効率や代替フロン排出原単位等の原単位
の改善効果を踏まえて、本計画の実施により排出抑制が図られる水準として定
めたものである。 
 
＊温室効果ガスの排出量は、活動量一単位当たりのエネルギー消費量や温室効果ガス排出量

である「原単位」と、企業の生産量や家庭の世帯数等の「活動量」に要因分解されるもの 

（例）原単位： 自動車の燃費性能、家庭における一世帯当たりのエネルギー消費量、工

場における一生産単位当たりのエネルギー消費量、ガソリン、石炭、電力

等のエネルギー種類ごとの単位エネルギー消費当たりの二酸化炭素排出

量、一生産単位当たりのＨＦＣ排出量等 

     活動量： 鉱工業生産指数、世帯数、床面積、輸送量等 

 
表２ 京都議定書の対象ガスの地球温暖化係数1及び主な発生源 

 
 地球温暖化係数 主な発生源 

エネルギー起源CO2 1 燃料の燃焼により発生。灯油やガス等の直接消

費はもとより、化石燃料により得られた電気等を

含む場合には、それらの消費も間接的な排出につ

ながる。 

非エネルギー起源CO2 1 工業過程における石灰石の消費や、廃棄物の焼

却処理等において発生。 

メタン 

（CH4） 

21 水田や廃棄物最終処分場における有機物の嫌気

性発酵等において発生。 

一酸化二窒素 

（N2O） 

310 一部の化学製品原料製造の過程や家畜排せつ物

の微生物による分解過程等において発生。 

ハイドロフルオロカ

ーボン類（HFC） 

1,300（HFC-134

a） 

冷凍機器・空調機器の冷媒、断熱材等の発泡剤

等に使用。 

パーフルオロカーボ

ン類（PFC） 

6,500（PFC-14） 半導体の製造工程等において使用。 

六ふっ化硫黄 

（SF6） 

23,900 マグネシウム溶解時におけるカバーガス、半導

体等の製造工程や電気絶縁ガス等に使用。 

                                                   
1 各温室効果ガスの地球温暖化をもたらす効果の程度を、二酸化炭素の当該効果に対する比で表したもの。 
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（５）代替フロン等３ガス 
 
代替フロン等３ガス（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６）については、基準年（199

5年）の水準から基準年総排出量比で＋0.1％の水準（約5,100万t-CO2）にす
ることを目標とする。 
なお、これら代替フロン等３ガスについては業種によりガス間の互換性の

ある使用形態があり、対策・施策は３ガス全体に渡り実施される場合がある
ことから、技術・市場状況等に応じて社会的コストを最小にしつつ最大の効
果が得られるよう対策・施策を組み合わせることが適切である。このため、
ガス別に示した数値は、現時点における技術・市場状況等を前提とした上で、
代替フロン等３ガス全体での「＋0.1％」という目標をより着実に達成するた
めの内訳としての目安として示されたものであり、今後、状況の変化に応じ
変動が生じうることに留意する必要がある。 
 
 

表４ 代替フロン等３ガスの排出量及び目標とガス別の目安 
 

基準年 

(1995年) 
2002年 

代替フロン等３ガスの 

目標及びガス別の目安 
 

百万 

t-CO2 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比 

百万 

t-CO2 

基準年 

総排出量比 

代替フロン等３ガス 50 28 -1.7% 51 +0.1% 

  HFC   20 13 （-0.6%） 34 （+1.1%） 

  PFC   13 10 （-0.2%） 9 （-0.3%） 

  SF6   17 5 （-0.9%） 8 （-0.7%） 

 
 
 

図９ 代替フロン等３ガスの排出量及び目標とガス別の目安 
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④ 代替フロン等３ガス 
 
 代替フロン等３ガスは、温室効果ガス排出量全体に占める割合は約2.1％（2
002年度二酸化炭素換算）である。モントリオール議定書に基づき生産・消費
の削減が進められているオゾン層破壊物質（ＣＦＣ、ＨＣＦＣは京都議定書
の対象外だが、強力な温室効果を持つガスでもある。）からの代替が進むこ
とによりＨＦＣの排出量が増加することが予想されること等いくつかの排出
量の増加要因もあることから、その増加を抑制する。 
 
 
○産業界の計画的な取組の推進 
  
1998年２月の「産業界によるＨＦＣ等の排出抑制対策に係る指針」（通
商産業省告示）を受けて、現在までに８分野22団体による行動計画を策定
済みである。今後とも引き続き、産業構造審議会において、産業界の行動
計画の進捗状況のフォローアップを行うとともに、行動計画の透明性・信
頼性の向上及び目標達成の確実性の向上を図る。 
また、事業者の排出抑制取組を支援する措置を講ずるとともに、行動計
画の未策定業種に対し、策定・公表を促す。 

 
 
○代替物質等の開発等及び代替製品の利用の促進 

 
代替フロン等３ガスの新規代替物質、代替フロン等３ガスを使用しない
技術及び回収・破壊技術・製品の利用促進を図る。 
このため、新規代替物質、代替技術の研究開発を行う。 
また、安全性、経済性、エネルギー効率等を勘案しつつ、代替物質を使
用した技術・製品や、代替フロン等３ガスを使用している製品のうち地球
温暖化への影響がより小さいものに関する情報提供及び普及啓発を行う。 
特に、建築物・住宅の省エネ性能の向上対策に伴い、断熱材の使用が増
加することが見込まれる上、2004年初めから、従来、発泡剤として使用さ
れてきた主要なＨＣＦＣ（ＨＣＦＣ141ｂ）の製造及び輸入が制限されたと
ころであり、多くはＨＦＣに移行することとなるため、断熱材の発泡剤と
して使用されるＨＦＣの大気中への排出量の増加が見込まれ、これを抑制
するため発泡・断熱材のノンフロン化を一層促進するための施策を講ずる。 
また、マグネシウム溶解時に排出されるＳＦ６や、ＨＦＣを使用したエア
ゾール製品の使用に伴い排出するＨＦＣの増加が見込まれることから、こ
れらの分野における代替物質・代替技術の開発を促進し、その普及啓発を
行う。 

 
 
○法律に基づく冷媒として機器に充填されたＨＦＣの回収等 

  
特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号。家電リサイクル法）、

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（平

45 
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成13年法律第64号。フロン回収破壊法）、使用済自動車の再資源化等に関
する法律（平成14年法律第87号。自動車リサイクル法）等の法律を適切に
運用することにより、冷媒分野でのＨＦＣの回収・破壊の徹底を図る。 

   また、これらの機器のうち、特に業務用冷凍空調機器については、使用
冷媒についてＨＣＦＣからＨＦＣへの代替が進行している上、廃棄時のフ
ロン回収率が低い水準にとどまっていることから、今後ＨＦＣの排出が急
増することが見込まれるため、業務用冷凍空調機器からのフロン回収に関
する制度面の抜本的見直しを含めた回収率向上対策を講ずる。 
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産業界の計画
的な取組の促
進
（表４－①）

自主行動計画において各業界団体が掲げた目標・見
通しの達成

自主行動計画策定団体（８
業種22団体）：自主行動計
画の遵守

・産業構造審議会化学・バイオ
部会地球温暖化防止対策小委
員会におけるフォローアップの
実施
・代替フロン等３ガス排出抑制
に資するモデル事業への補助
等

・事業者の取
組の支援

・自主行動計画において各業界団体
が掲げた目標・見通しの達成に加
え、さらに補助による上乗せ分
（HFC23の回収量等を増加）として約
100万t-CO２の削減を見込む。

代替物質の開
発等及び代替
製品の利用の
促進
（表４－②）

【エアゾール等のノンフロン化】
エアゾール製品のHFC出荷量＜HFC-134a：1,300t、
HFC-152a：1,500t＞
MDI用途のHFC排出量＜405有姿ﾄﾝ＞
【発泡・断熱材のノンフロン化】
発泡剤用途のHFC使用量＜ウレタンフォーム：
7,800t、押出発泡ポリスチレン：1,500t、高発泡ポリエ
チレン：680t、フェノールフォーム：290t＞
【ＳＦ６フリーマグネシウム合金技術の開発・普及】
圧延におけるＳＦ６フリー技術の導入率＜70％＞
鋳造における代替ガスの導入率＜40％＞

代替フロン等３ガス製造事
業者：代替物質等の開発
代替フロン等３ガス使用製
品製造事業者：代替製品の
開発、販売、消費者への情
報提供
代替フロン等３ガス使用製
品等使用事業者、消費者：
代替製品の選択
マグネシウム合金製造事業
者：ＳＦ６を用いないマグネシ
ウム合金技術の開発・普及
マグネシウム使用事業者
（自動車部品、電子・電気機
器製造事業者等）：ＳＦ６を使
わない技術で製造されたマ
グネシウム合金の使用

【発泡・断熱材、エアゾール等共
通】
・代替物質等の技術開発等支
援
・グリーン購入法に基づく率先
導入の推進
・代替製品に係る普及啓発
【ＳＦ６フリーマグネシウム合金
技術の開発・普及】
・ＳＦ６を保護ガスとして用いない
マグネシウム合金技術の開発
に対する支援
【業務用冷凍空調機器のノンフ
ロン化】
・ノンフロン型省エネ冷凍空調機
器の開発・普及

・代替製品の
調達促進
・代替製品に
係る普及啓発
・グリーン購入
法に基づく率
先導入の推進

【エアゾール等のノンフロン化】
エアゾール製品の2010年BAU排出見
込量：330万t-CO２
MDI用途の2010年BAU排出量：540有
姿ﾄﾝ
【発泡・断熱材のノンフロン化】
発泡剤用途の2010年BAUのHFC使
用見込量（ウレタンフォーム：
14,500t、押出発泡ポリスチレン：
3,550t、高発泡ポリエチレン：1,450t、
フェノールフォーム：900t）
【ＳＦ６フリーマグネシウム合金技術の
開発・普及】
マグネシウム溶解量は年率32.0％で
の増加（1996年～2003年のマグネシ
ウム溶解量の伸びから年増加率を算
出）を想定

法律に基づく冷
媒として機器に
充てんされたＨ
ＦＣの回収等
（表４－③）

カーエアコンの冷媒の回収率＜80％＞
業務用冷凍空調機器の冷媒の回収率＜2008年度か
らの５年間平均で60％＞
補充用冷媒の回収率＜2008年度からの５年間平均
で30％＞

国民：フロン類の確実な回
収及び破壊への協力

・法律の適切な実施・運用
・普及啓発
・業務用冷凍空調機器のフロン
回収に関する制度面の抜本的
見直しを含めた回収率向上対
策を検討

・法律の適切
な実施・運用
・普及啓発

約1,240

【カーエアコン】
初期冷媒充填量：582ｇ／台、生産台
数：各年の経済成長率で増加を仮定
【業務用冷凍空調機器】
初期冷媒充填量：３kg～420kg／台、
生産台数：各年の経済成長率で増加
を仮定
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約4,360

うち、
○産業界の計
画的な取組によ
る排出削減量
のうちHFC23の
回収に係る排出
削減量（上乗せ
分を含む）：
約1,510

○エアゾール等
の代替化対策、
マグネシウムに
係るＳＦ６対策、
発泡・断熱材に
係るノンフロン
化対策による排
出削減量：
約1,390

別表４　　代替フロン等３ガスに関する対策・施策の一覧

具体的な対策
対策評価指標
＜2010年見込み＞

各主体ごとの対策 国の施策

地方公共団体
が実施するこ
とが期待され
る施策例

対策効果

※個々の対策効果の排出削減量見込みを試算するに際し、
対策評価指標以外の想定した要因とその計画策定時にお
ける見込み


